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－育児・介護に関する各種休暇・給付制度等の紹介－
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妊娠中の適切な健康管理、育児・介護と仕事の両立支援の観点から、仕事を続けな
がら妊娠や出産、子育て、介護をする職員を応援する様々な制度があります。制度の
内容をよく知り、適宜適切に制度を利用しましょう。

１．妊娠前

出生サポート休暇（Ｐ４）
不妊治療のため、通院等の必要がある場合に取得で
きます。

２．妊娠中

出産検診休暇（女性職員）（P４）
妊娠中または出産後１年以内に保健指導又は健康診
査を受ける場合に取得できます。

妊婦通勤休暇（女性職員）（P５）
交通機関の混雑が母体又は胎児の健康保持に影響が
ある場合に取得できます。

妊娠障害休暇（女性職員）（P５）
つわり等の障害のため、勤務することができない場合
に取得できます。

妊娠中の休息・補食休暇（女性職員）（P５）
妊娠中の職員の業務が母体や胎児に影響がある場合
に取得できます。
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３．出産前後

産前・産後休暇（女性職員）（P６）
産前・産後において取得できます。

出産検診休暇（女性職員）（P６）
妊娠中または出産後１年以内に保健指導又は健康診
査を受ける場合に取得できます。

出産補助休暇（子や孫を持つ職員） （P６）
配偶者又は子若しくは子の配偶者が出産する場合に取得
できます。

育児参加休暇（子や孫を持つ職員） （P６）
配偶者又は子若しくは子の配偶者が出産する場合であって、
当該出産に係る子若しくは孫や、上の子若しくは孫を養育
する必要がある場合に取得できます。

出産費、出産費附加金、家族出産費、家族出産費附加金、
共済掛金の免除、出産祝金、出産手当金、出産貸付
（P８～P9）

４．育児休業
育児休業（P１０）
満３歳未満の子を養育するために取得できます。

育児休業手当金、育児休業支援手当金、共済掛金等の免除
（P１５）

５．短時間勤務

育児短時間勤務（P１２）
小学校就学前の子を養育するために取得できます。

部分休業（P１２）
小学校就学前の子を養育するために取得できます。

給付・貸付制度

給付・貸付制度
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６．職場復帰後

育児時間（P１６）
子を育てるために授乳等の必要がある場合に取得できます。

家族の看護等休暇（P１６）
親族の看護等の必要がある場合に取得できます。

早出遅出勤務（P１７）
１日の勤務時間を変えずに始業・就業時間を変更したい場合
に利用できます。

休憩時間の特例（P１８）
小学校就学前の子の養育や学童の送迎等のために利用で
きます。

深夜勤務の制限（P１９）
小学校就学前の子を養育するために利用できます。

時間外勤務の制限（P２０）
小学校就学前の子を養育するために利用できます。

育児時短勤務手当金、入学祝金、入園等祝金、介護休業手
当金、介護給付金（P２２～２３）

７．その他の制度
本庁駐車場の利用（P２４）
妊娠中の職員や子どもの送迎のために自家用車による通勤が必要な場合に
利用できます。

子育て支援相談窓口（P２４）
妊娠、出産、子育て等に関する悩みについて相談できます。

 よくある質問Ｑ＆Ａ （Ｐ２５～P２６）

 問合せ先一覧 （Ｐ２７）

給付・貸付制度
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休暇等名称 出生サポート休暇（特別休暇・有給）

対 象 者 男性職員、女性職員

要 件 不妊治療に係る通院等をする場合

日 数
１暦年につき５日
（体外受精及び顕微授精に係るものである場合は１０日）

取 得 単 位 １日、１時間

申 請 方 法 庶務事務支援システム（願届簿）

備 考
不妊治療とは、不妊の原因を調べるための検査、不妊の原因とな
る疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等を
いいます。

１ 妊娠前に利用できる制度について

２ 妊娠中に利用できる制度について

休暇等名称 出産検診休暇（特別休暇・有給）

対 象 者 女性職員

要 件
妊娠中又は出産後１年以内に母子健康法に規定する保健指導又は
健康診査を受ける場合

日 数

妊娠６月まで ・・・４週間につき１日
妊娠７月から９月まで ・・・２週間につき１日
妊娠１０月から分娩まで ・・・１週間につき１日
分娩から産後１年まで ・・・１日
医師等の特別な指示があった場合 ・・・指示された日数

取 得 単 位 １日

申 請 方 法 庶務事務支援システム（願届簿）

備 考 １月は２８日として計算する
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休暇等名称 妊娠中の通勤緩和のための休暇（特別休暇・有給）

対 象 者 女性職員

要 件
通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保
持に影響がある場合

日 数
正規の勤務時間の始め又は終わりにつき１日を通じて１時間を
超えない範囲

申 請 方 法 庶務事務支援システム（願届簿）

備 考

「公共交通機関の混雑の程度」とは、職員が通常の勤務をする場合
の当庁又は退庁の時間帯における常例として利用する交通機関
の混雑の程度をいう。
「交通機関」とは、電車、バス等の公共交通機関のほか、妊娠中の
女性職員が運転する自動車も含まれる。

休暇等名称 妊娠障害休暇（特別休暇・有給）

対 象 者 女性職員

要 件
妊娠に起因するつわり等の障害のため勤務することが著しく困難
な場合

日 数 １４日以内

取 得 単 位 １日、１時間

申 請 方 法 庶務事務支援システム（願届簿）

備 考
「つわり等」とは、つわり、妊娠悪阻、妊娠浮腫、妊娠腎炎、妊娠子
癇等をいう。

休暇等名称 妊娠中の休息・補食のための時間（職務専念義務の免除・有給）

対 象 者 女性職員

要 件
妊娠中の職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると
認められる場合

日 数 必要と認められる時間

申 請 方 法 庶務事務支援システム（願届簿）

備 考
母体又は胎児の健康保持への影響については、母子健康法に規定
する保健指導又は健康診査に基づく指示事項により判断する。
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休暇等名称 産前産後休暇（特別休暇・有給）

対 象 者 女性職員

要 件
産前８週間（多胎妊娠の場合は１４週間）、産後８週間以内において
休養を必要とする場合

日 数
出産予定日の８週間前（多胎妊娠の場合は１４週間前）から、出産
後８週間

取 得 単 位 １日

申 請 方 法 庶務事務支援システム（願届簿）

備 考
出産の日が出産予定日より後になった場合、出産予定日から出産
の日までの期間は産前休暇に含まれる。

３ 出産前後に利用できる制度について（女性職員対象）

休暇等名称 出産検診休暇（特別休暇・有給）

対 象 者 女性職員

要 件
妊娠中又は出産後１年以内に母子健康法に規定する保健指導又は
健康診査を受ける場合

日 数

妊娠６月まで ・・・４週間につき１日
妊娠７月から９月まで ・・・２週間につき１日
妊娠１０月から分娩まで ・・・１週間につき１日
分娩から産後１年まで ・・・１日
医師等の特別な指示があった場合 ・・・指示された日数

取 得 単 位 １日

申 請 方 法 庶務事務支援システム（願届簿）

備 考 １月は２８日として計算する。
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休暇等名称 出産補助休暇（特別休暇・有給）

対 象 者 子や孫を持つ職員

要 件 職員の配偶者又は子若しくは子の配偶者が出産する場合

日 数 ３日以内

取 得 単 位 １日、１時間

申 請 方 法 庶務事務支援システム（願届簿）

備 考
職員の配偶者又は子若しくは子の配偶者の出産に係る入院等の
日から、出産後２週間を経過する日までの期間において取得でき
る。

休暇等名称 育児参加休暇（特別休暇・有給）

対 象 者 子や孫を持つ職員

要 件

職員の配偶者又は子若しくは子の配偶者が出産する場合であって、
当該出産に係る子若しくは孫又は小学校就学の始期に達するまで
の子（配偶者の子を含む。）を養育する職員が、これらの子又は孫
の養育のために勤務しないことが相当であると認められる場合

日 数 ５日以内

取 得 単 位 １日、１時間

申 請 方 法 庶務事務支援システム（願届簿）

備 考
出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前の
日から当該出産の日以後１年を経過する日までの期間において取
得できる。

３ 出産前後に利用できる制度について
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給付・貸付制度

８

名 称 出産費、出産費附加金（共済）

要 件 職員が出産したとき

金 額

出産費：５０万円

※産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合。
ただし、制度に加入していない医療機関等において出産した場合
や在胎週数２２週未満で出産した場合 ４８万８千円支給

出産費附加金：３万円

手 続 き 出産費請求書の提出（庶務事務支援システム：様式集）

備 考

・妊娠４月（８５日）以上であれば支給（死産、流産の場合も）
・双生児以上の場合、人数分の額を支給

出産費：１年以上組合員であった者については、退職後６か月以内
の出産であれば支給（他の共済組合、健康保険の被保険者の資格
を取得したときは支給しない）

出産費附加金：退職後の出産に対しては、支給しない

名 称 家族出産費、家族出産費附加金（共済）

要 件 被扶養者が出産したとき

金 額

家族出産費：５０万円

※産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合。
ただし、制度に加入していない医療機関等において出産した場合
や在胎週数２２週未満で出産した場合 ４８万８千円支給

家族出産費附加金：３万円

手 続 き 家族出産費請求書の提出（庶務事務支援システム：様式集）

備 考
・妊娠４月（８５日）以上であれば支給（死産、流産の場合も）
・双生児以上の場合、人数分の額を支給



名 称 出産祝金（互助会）

要 件 職員及び配偶者が出産したとき

金 額
２万円
第３子以降の出産：１万円加算

手 続 き 出産祝金請求書の提出

備 考 生まれた子が２週間以内に死亡した場合には給付しない

９

名 称 出産手当金（共済）

要 件
組合員が出産した場合にその前後の期間、勤務に服することがで
きなかったため給料の全部又は一部が支給されない場合

金 額
出産の日前４２日（多胎妊娠の場合は９８日）出産後５６日について、
１日につき標準報酬の日額×２／3

手 続 き 出産手当金請求書の提出

備 考

名 称 出産貸付（共済）

要 件
共済組合の出産費（家族出産費）の支給を受ける見込みがあり、①
出産予定日まで２か月以内、②妊娠４か月以上で医療機関に一時
的な支払いが必要な場合

金 額 出産費（家族出産費）の額 ５０万円

手 続 き 貸付申込書の提出

備 考 無利子、出産費（家族出産費）支給時に償還

名 称 共済掛金の免除（共済）

要 件
産前産後休業の開始した日の属する月から終了する日の翌日の
属する月の前月までの期間について、共済組合の掛金が免除

金 額 掛金の免除

手 続 き 産前産後休業掛金免除（変更）申出書の提出

備 考
開始した日は、出産予定日又は出産日のいずれか早い日を起算日
として６週前の日



４ 育児休業について

育児休業

概 要
子が３歳に達する日までの期間において、原則２回まで取得可能。
男性職員が子の出生後８週間以内の期間において育児休業をする場合は、この
原則２回までの育児休業とは別に２回まで取得可能（産後パパ育休）。

取得単位 １日

請求できない
職員

・育児短時間勤務代替職員
・臨時的任用職員
・育児休業法第６条の任期付職員
・定年の特例により勤務を延長されている職員
・任期付短時間勤務職員
・非常勤職員（一部を除く）

申請方法 育児休業承認請求書の提出

給 与
無給
※共済組合より手当金あり（Ｐ１５）

昇 給 休業期間の１０／１０を勤務したものとして調整

通勤手当 育児休業期間中は支給しない

特殊勤務手当 月額支給のものについては勤務日数に応じて支給

期末手当

基準日（6月１日及び12月１日）以前の6カ月以内において勤務した期間（産前
産後休暇を含む）がある職員に支給

期間率：在職期間－育児休業期間（※）の1/2

※全期間育児休業取得者は不支給
※育児休業の期間（当該期間が２以上あるときは、それぞれの期間を合算した
期間）が１か月以下である場合は、在職期間の算定にあたり除算しない

勤勉手当

基準日（6月１日及び12月１日）以前の6カ月以内において勤務した期間がある
職員に支給

期間率： 勤務期間－育児休業期間（※）

※全期間育児休業取得者は不支給
※育児休業の期間（当該期間が２以上あるときは、それぞれの期間を合算した
期間）が１か月以下である場合は、勤務時間の算定にあたり除算しない

退職手当
子が１歳に達するまでの期間は期間の２／３を勤務したものとみなす。その他の
期間は１／２を勤務したものとみなす。
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＜男性職員の育休取得事例＞

パターン① ： 長期間まとめて取得

パターン② ： 分割して取得

子の出生後８週間以内に取得できる育児休業で、３歳までの育児休業（原則２回）とは別に、
２回まで取得できる制度です。

※申請方法は通常の育児休業と同様で、「産後パパ育休」専用の申請書はありません。
※承認された「産後パパ育休」を延長し、その休業期間が子の出生後５８日目以降も

引き続く場合は、通常の育児休業としてカウントされます。

出生の日 出生後８週 ３歳

産後パパ
育休① 育休① 育休②

産後パパ
育休②

産後パパ育休とは？

産後休暇

産後パパ
育休①

育休①

出生の日 出生後８週 ３歳１歳

育休①

妻

夫

産後休暇

出生の日 出生後８週 ３歳１歳

育休①

妻

夫

育休①
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育児短時間勤務 部分休業

概 要

小学校就学前の子を養育するため､短
時間勤務を認めるもの。

(短時間勤務のパターン)
①週５日、１日3時間55分勤務
②週５日、１日4時間55分勤務
③週3日、１日7時間45分勤務
④週３日、うち2日7時間45分勤務

１日3時間55分勤務

小学校就学前の子を養育するため､１
日の勤務時間の一部または全部を勤
務しないことを認めるもの。

(部分休業のパターン)
①第１号部分休業
→１日につき２時間以内

②第２号部分休業
→１年につき10日相当の時間

取得単位

１月以上１年以下
（子が小学校に入学する日まで、都度
延長可能。）

①第１号部分休業
→３０分単位

②第２号部分休業
→１時間単位

請求できない
職員

・非常勤職員
・臨時的任用職員
・育児休業法第６条の任期付職員
・定年の特例により勤務を延長さ
れている職員

・非常勤職員（再任用短時間勤務
職員を除く。）

・育児短時間勤務をしている職員

申請方法

育児短時間勤務承認請求書の提出

（育児短時間勤務の終了後、３月以上
の期間を経過した後、再度の育児短時
間勤務を予定している場合は、請求書
と同時に「育児短時間勤務計画書」を
提出）

部分休業簿の提出

※１年の期間（毎年４月１日～翌年の３
月３１日）ごとに、あらかじめ①第１号
部分休業又は②第２号部分休業のい
ずれの形態の部分休業を請求するか
を職員が申出するものとするが、その
期間中、①については特定の日･時間
だけ、承認の取消しを申請することが
可能。

給 与
勤務時間に応じた額 勤務しなかった１時間につき、勤務１時

間当たりの給与額を減額

昇 給 フルタイム勤務職員と同じ扱い フルタイム勤務職員と同じ扱い

通勤手当
全額支給（１月の平均通勤所要回数が
１０回未満の場合は、規定額の半額）

全額支給

特殊勤務手当
全額支給（月額支給のものは、勤務時
間に応じた額）

全額支給（月額支給のものは、勤務し
ない期間について除算）

期末手当
短縮された勤務時間の短縮分の
１／２に相当する期間を除算

フルタイム勤務職員と同じ扱い

勤勉手当

短縮された勤務時間の短縮分に相当
する期間を除算

部分休業を取得した期間が30日を超
える場合のみ、部分休業を取得した時
間数を除算

退職手当 短縮した期間の１/3を除算 全期間算入

５ 育児短時間勤務と部分休業について
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＜部分休業の取得パターン＞

部分休業は年次有給や特別休暇と組み合わせて取得できます。

8:30 17:1512:00

勤務

15:15

部分

休業

(30分)

育児時間

(90分)
勤務

13:00

休憩

8:30 17:1512:00 13:00

休憩
部分

休業

(30分)

育児時間

(45分)
勤務

育児時間

(45分)
勤務

9:45 16:30

17:1512:00 13:00

休憩
部分

休業

(30分)

勤務 勤務

10:30

育児時間

(90分)

8:30

8:30 17:1512:00

休憩
部分

休業

(30分)

育児時間

(90分)
勤務勤務

13:00 1３:３0 15:４5

8:30 17:1512:00

休憩

13:00

部分

休業

(30分)

育児時間

(90分)
年次休暇 勤務

○第１号部分休業（１日につき２時間以内、30分単位）を取得する場合

１３

8:30 17:1512:00

休憩

13:00

部分

休業

(30分)

家族の看護等休暇(３時間) 勤務

8:30 17:1512:00

勤務

15:15

部分

休業

(30分)

育児時間

(90分)

13:00

休憩

１４:15

年次休暇

（１時間）
勤務



・部分休業は小学校就学前まで、育児時間は生後１年９月まで取得することができます。

・部分休業は正規の勤務時間の始め又は終わりに関わらず取得することができます。

・部分休業について、年次休暇等の休暇を併用する場合は、部分休業に引き続いて年

次休暇を取得することができます。

・育児時間は授乳等のため休憩時間とは別に保育の時間を確保するものであり、全日

勤務しない場合の当該休暇の必要性は想定されないことから、休暇等との併用により、

１日勤務しないこととする日には育児時間を取得することができません。

・第１号部分休業は１日２時間まで、育児時間は１日２回各４５分（連続９０分として取得

も可）まで取得できますが、両者を合わせて取得する場合、第１号部分休業を取得でき

るのは、２時間から当該育児時間を引いた時間となります。

○第２号部分休業（１年につき10日相当の時間以内、１時間単位）を取得する場合

8:30 17:15

部分休業(１日)

→ １日勤務しないこととすることができる

8:30 17:158:30

部分休業

(３時間)

1１:30 13:00

勤務年次休暇

→ 部分休業に引き続いて年休を取得することができる

8:30 17:15

部分休業

(２時間)
年次休暇

10:30

→ 部分休業と年休の併用により１日勤務しないこととすることができる

8:30 17:1512:00

休憩

13:00

部分休業

(１時間)
部分休業

(２時間)
勤務 勤務

11:00 15:00

→ 勤務時間の途中で部分休業を取得することができる
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給付・貸付制度

名 称 育児休業手当金（共済）

要 件

1歳未満の子を養育するため、育児休業を取得したとき当該育
児休業に係る子が1歳に達する日までの期間について支給（特
別な事情がある場合は、最長で子が２歳に達するまで支給、た
だし部分休業を除く）

金 額

〈育児休業を開始してから１８０日に達するまでの間〉
標準報酬の日額×６７／１００

〈残りの期間〉
標準報酬の日額×５０／１００

手 続 き 育児休業手当金請求書の提出

備 考

<パパ・ママ育休プラス>
配偶者が子の１歳の誕生日の前日までに1日でも育児休業を取
得している場合、その子が1歳2月になるまでの期間で組合員
が育児休業を取得した期間（最大1年間）支給される

１５



名 称 共済掛金等の免除（共済・互助会）

要 件
育児休業を開始した日の属する月から終了する日の翌日の属
する月の前月までの期間について、共済組合・互助会の掛金が
免除

金 額 掛金の免除

手 続 き 育児休業掛金免除(変更)申出書の提出

備 考

１５

名 称 育児休業支援手当金（共済）

要 件

育児休業手当金に上乗せする形で給付されるもの。
対象期間（備考欄参照）内に育児休業等をした場合に、次の要
件のいずれにも該当するときに支給
①組合員が対象期間内に育児休業等をした日数が通算して１４
日以上あるとき
②当該組合員の配偶者が当該子の出生から起算して５６日を
経過する日の翌日までに育児休業等をした日数が通算して１４
日以上あるとき
※次のいずれかに該当する場合は、①のみ該当すれば支給
ア 配偶者のない者や子と法律上の親子関係がない配偶者等で

ある場合
イ 配偶者が雇用保険法の適用事業に雇用される労働者でない

ものである場合
ウ 配偶者が当該育児休業等に係る子について産後休業等を

取得している場合
エ 配偶者がその子の出生後５６日以内の期間において、配偶

者が労使協定に基づき事業主から育児休業を拒まれた場合
等

金 額
標準報酬の日額×１３／１００

（支給日数は、最大２８日間の期間のうち、土日を除いた日数）

手 続 き 育児休業支援手当金請求書の提出

備 考

<対象期間>
① 組合員が当該育児休業等に係る子について産後休業等をし

なかった場合
出生の日から起算して５６日を経過する日の翌日までの期間

② 組合員が当該育児休業等に係る子について産後休業等をし
た場合

ア 出産予定日に出生した場合は、出生日から起算して、１１２
日を経過する日の翌日までの期間

イ 出産予定日前に出生した場合は、出生日から起算して、出産
予定日以後、１１２日を経過する日の翌日までの期間

ウ 出産予定日後に出生した場合は、出産予定日から起算して、
出生日以後、１１２日を経過する日の翌日までの期間



休暇等名称 家族の看護等休暇（特別休暇・有給）

対 象 者 男性職員、女性職員

要 件

配偶者又は１親等の親族及び２親等の親族の看護（負傷し若し
くは疾病にかかったそれらの者の世話、中学校就学の始期に
達するまでの子の疾病の予防を図るために必要な世話若しく
は学校保健安全法の規定による出席停止等に伴うその子の世
話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事へ参
加する）必要がある場合

日 数

１暦年につき５日
（ただし、中学校就学の始期に達するまでの子が２人以上の場
合は、１０日（うち５日を超える日数については、当該子の看護
の場合に限る。））

取 得 単 位 １日、半日、１時間

申 請 方 法 庶務事務支援システム（願届簿）

備 考

「配偶者」には、届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情
にある者を含み、「中学校就学の始期に達するまでの子」とは、
満１２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの子（配偶者の
子を含む。）をいう。

休暇等名称 育児時間（特別休暇・有給）

対 象 者 男性職員、女性職員

要 件
生後１年９月(嘱託･臨時の場合は生後１年）に達しない子を育
てるため授乳等の必要がある場合

日 数
１日２回各４５分以内
（嘱託・臨時の場合は、１日２回各３０分以内）

取 得 単 位 １分

申 請 方 法 庶務事務支援システム（願届簿）

備 考

男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が同日に育
児時間を請求した場合は、１日２回それぞれ４５分から当該承
認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えな
い期間とする。

６ 職場復帰後に利用できる制度について
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休暇等名称 早出遅出勤務

対 象 者 全職員（交代制勤務職員、短時間非常勤職員を除く）

勤 務 区 分

申 請 方 法
勤務区分申請書の提出
※育児・介護を行う職員、障害者である職員、遠距離通勤を行
う出先機関に勤務する職員のみ

備 考

勤務区分については、年度単位での指定を基本とし、四半期ご
とに指定を見直す。
※特に必要と認めるときは随時の変更も可能
※育児・介護を行う職員、障害者である職員、遠距離通勤を行
う出先機関に勤務する職員は、１箇月以上の月を単位として指
定が可能

A勤務 8:30～17:15
C勤務 8:00～16:45
J勤務 7:00～15:45
L勤務 10:00～18:45

B勤務 9:00～17:45
D勤務 9:30～18:15
K勤務 7:30～16:15
M勤務 10:30～19:15
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休暇等名称 休憩時間の特例①

対 象 者 全職員（交代制勤務職員、短時間非常勤職員を除く）

要 件

・交通機関を利用して通勤した場合に、交通機関利用時間が
３０分以上短縮される場合

・妊娠中の職員で通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母
体又は胎児の健康保持に影響がある場合

・小学生の子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合

勤 務 区 分

申 請 方 法 休憩時間短縮勤務区分申請書の提出

備 考
勤務区分については、１箇月以上の月を単位として指定する。
なお、要件に該当しないこととなった場合には、遅滞なく、申請
状況変更届を提出すること。

休暇等名称 休憩時間の特例②

対 象 者 全職員（交代制勤務職員、短時間非常勤職員を除く）

要 件

・小学校入学前の子を養育する職員
・学童保育施設に託児している小学生の子を迎えに行く職員
・介護が必要な親族を介護する職員
・障害者である職員

勤 務 区 分

申 請 方 法 休憩時間短縮勤務区分申請書の提出

備 考
勤務区分については、１箇月以上の月を単位として指定する。
なお、要件に該当しないこととなった場合には、遅滞なく、申請
状況変更届を提出すること。

Ｅ勤務 8:30～17:00
Ｇ勤務 8:00～16:30

※休憩時間 １２：１５～１３：００

Ｆ勤務 9:00～17:30
Ｈ勤務 9:30～18:00

Ｅ勤務 8:30～17:00

※休憩時間 １２：１５～１３：００

Ｆ勤務 9:00～17:30
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休暇等名称 深夜勤務の制限

対 象 者 職員

要 件

①小学校就学の始期に達するまでの子のある職員で、深夜(午
後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。)において当該子
を養育する必要がある職員

ただし、次のいずれにも該当する職員の配偶者で当該子の親
であるものがいる場合は対象とならない。
・深夜において就業していない者（就業日数が1月について3日
以下の者を含む。）であること。
・負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子又は要
介護者を養育又は介護することが困難な状態にある者でない
こと。
・8週間（多胎妊娠の場合は14週間）以内に出産する予定であ
る者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

②要介護者を介護する職員で、深夜において当該要介護者を
介護する必要がある職員

ただし、要介護者とは、負傷、疾病又は老齢により２週間以上
日常生活を営むのに支障がある者で、次に掲げる者をいう。
・配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある
者を含む。）
・配偶者
・1親等の親族
・2親等の親族であって職員と同居している者
・配偶者の父母の配偶者であって職員と同居している者

制限内容
公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務を
させてはならない。

日 数 ６月以内の期間

申 請 方 法 深夜勤務･時間外勤務制限請求書の提出

備 考

次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、「育児又は介護
の状況変更届」により、遅滞なく所属長に届け出なければなら
ない。
・当該請求に係る子（要介護者）が死亡した場合
・当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消等により職員
の子でなくなった（当該請求に係る要介護者と職員との親族関
係が消滅した）場合
・職員が当該請求に係る子（要介護者）と同居しないこととなっ
た場合
・職員の配偶者が深夜において常態として子を養育できること
となった場合
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休暇等名称 時間外勤務の免除・制限

対 象 者 職員

要 件

免除…
①小学校就学の始期に達するまでの子のある職員で、当該子
を養育する必要がある職員
②要介護者を介護する職員で、当該要介護者を介護する必要
がある職員

制限…
①小学校就学の始期に達するまでの子のある職員で、当該子
を養育する必要がある職員
②要介護者を介護する職員で、当該要介護者を介護する必要
がある職員

制限内容

免除…
当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずるこ
とが著しく困難である場合（要件②については公務の正常な運
営を妨げる場合）及び災害その他避けることのできない事由に
基づく臨時の勤務を除き、時間外勤務をさせてはならない。

制限…
当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずるこ
とが著しく困難である場合及び災害その他避けることのでき
ない事由に基づく臨時の勤務を除き、１月について２４時間、１
年について１５０時間を超えて時間外勤務をさせてはならない。

日 数 １年又は１年に満たない月を単位とする期間

申 請 方 法 深夜勤務･時間外勤務制限請求書の提出

備 考

次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、「育児又は介護
の状況変更届」により、遅滞なく所属長に届け出なければなら
ない。
・当該請求に係る子（要介護者）が死亡した場合
・当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消等により職員
の子でなくなった（当該請求に係る要介護者と職員との親族関
係が消滅した）場合
・職員が当該請求に係る子（要介護者）と同居しないこととなっ
た場合
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休暇等名称 介護休暇

対 象 者 男性職員、女性職員

要 件

職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ
る者を含む。)、父母、子、配偶者の父母その他次に掲げる者で負
傷、疾病又は老齢により２週間以上の期間にわたり日常生活を営
むのに支障があるものの介護をするため、請求した場合
・一親等の親族（父母、子及び配偶者の父母を除く。）
・二親等の親族（祖父母、孫及び兄弟姉妹以外の者にあっては、職
員と同居している者に限る。）
・配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
を含む。)の父母の配偶者であつて職員と同居している者

日 数
介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、
通算して6月を超えない範囲内で指定する期間（指定期間）内で必
要と認められる期間(嘱託・臨時の場合は３月)

取 得 単 位 １日、１時間

申 請 方 法 介護休暇承認請求書の提出

備 考

｢同居｣には、職員が要介護者の居住している住宅に泊まり込む場
合等を含む。
介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の
承認を受けようとするときは、二週間以上の期間について一括し
て請求しなければならない。
なお、特別休暇として、短期介護休暇（1暦年につき5日（ただし、
当該要介護者が2人以上の場合は10日））が認められている。
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休暇等名称 介護時間

対 象 者 男性職員、女性職員

要 件

職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ
る者を含む。)、父母、子、配偶者の父母その他次に掲げる者で負
傷、疾病又は老齢により２週間以上の期間にわたり日常生活を営
むのに支障があるものの介護をするため、請求した場合
・一親等の親族（父母、子及び配偶者の父母を除く。）
・二親等の親族（祖父母、孫及び兄弟姉妹以外の者にあっては、職
員と同居している者に限る。）
・配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
を含む。)の父母の配偶者であつて職員と同居している者

日 数

要介護者ごとに、介護を必要とする一の継続する状態について、
連続する３年の期間（当該要介護者に係る介護休暇における「指定
期間」と重複する期間を除く。）内において、１日につき２時間（育
児部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、
当該２時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減
じた時間）の範囲内で必要と認められる時間

取 得 単 位 30分

申 請 方 法 介護時間承認請求書の提出

備 考

｢同居｣には、職員が要介護者の居住している住宅に泊まり込む場
合等を含む。
介護時間の承認を受けようとするときは、できるだけ多くの期間
について一括して請求しなければならない。
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給付・貸付制度

2３

名 称 育児時短勤務手当金（共済）

要 件
２歳に満たない子を養育するために、育児時短勤務（育児短時
間勤務、部分休業等）をした場合に支給

金 額

一支給対象月について、支給対象月に支払われた報酬の額
に、次の①又は②の区分に応じたそれぞれの率を乗じて得た
額

ただし、当該報酬の額と育児時短勤務手当金の合計額が支給
限度額を超える場合は、支給限度額から当該報酬の額を減じ
て得た額

① 支給対象月に支払われた報酬の額が、育児時短勤務を開始
した月の標準報酬の月額の９０％未満の場合⇒１０％

② 支給対象月に支払われた報酬の額が、育児時短勤務を開始
した月の標準報酬の月額の９０％以上１００％未満の場合⇒ 
当該標準報酬の月額に対する当該報酬の額の割合が９０％を

超える大きさの程度に応じ、１０％から一定の割合を減じた額

手 続 き 育児時短勤務手当金請求書の提出

備 考

次のいずれかに該当する場合は支給されない
① 支給対象月における報酬月額が支給限度額以上であるとき
② 支給対象月における育児時短勤務手当金の額として算定さ

れた額が雇用保険法第１７条第４項第１号に掲げる額の１００
分の８０に相当する金額を超えないとき



名 称 入園等祝金（互助会）

要 件 会員の子が入園等の年齢に達したとき（3歳）

金 額 １万円

手 続 き 入園等祝金請求書の提出

備 考

名 称 介護休業手当金（共済）

要 件
要介護家族のため、介護休暇の承認を受けて勤務を休んだと
きに支給

金 額
標準報酬の日額×６７／１００×日数（介護休業の日数を通算し
て支給日数が６６日を超えない）

手 続 き 介護休業手当金請求書の提出

備 考

2３

名 称 入学祝金（互助会）

要 件
会員の子が小学校、中学校及び高等学校又は高等専門学校に
入学したとき

金 額 １万円

手 続 き 入学祝金請求書の提出

備 考 転入学、編入学には給付しない



▶本庁駐車場の利用
妊娠中の職員及び保育又は介護に係る送迎のため通勤が著しく不便な職員は県庁

舎職員駐車場を利用することができます。

利用を希望する場合は、
管財課庁舎管理グループ（☎０７６－２２５－１２６１） にご相談ください。

※保育又は介護に係る送迎のため通勤が著しく不便であることを理由に申請する
場合で、申請者数が職員駐車場の収容台数を超えた場合は抽選により利用者を
決定します。
また、妊娠中の職員は、出産の日まで職員駐車場を利用することができますが、
産前休暇を取得する場合は、利用期間は休暇の開始日の前日までとなります。

▶子育て支援相談窓口
妊娠、出産、子育て等に関する悩みについて、人事・組織経営課福利厚生室の保健師

が相談に応じます。
電話やメール等でお気軽にご相談ください。

人事・組織経営課福利厚生室
（☎０７６－２２５－１２５４／hukuri@pref.ishikawa.lg.jp）

７ その他の制度について

名 称 介護給付金（互助会）

要 件
会員が配偶者、１親等及び同居の２親等の親族並びに同居の配
偶者の父母の配偶者の負傷、疾病又は老齢のため介護休暇を
取得したとき

金 額 1日につき給料日額×６０／１００相当額（３月を限度)

手 続 き 介護給付金請求書の提出

備 考
毎月、前月分を給付。公の機関からの給付金等が支給されると
きは、当該給付金等を控除した額とする。

2４

◆育児休業等終了日において３歳に満たない子を養育しており、引き続き、育
児短時間勤務や部分休業などにより報酬が一定以上変動した場合は、申し出に
より標準報酬月が改定されます。

◆３歳未満の子を養育している方の標準報酬月額が養育前の標準報酬月額を下
回る場合は、申し出により、その下回る間の年金の算定基礎は、養育前の標準
報酬月額を適用することができます。



Ｑ．育休は延長できますか？

Q.育休中に第２子が産まれる場合、第１子の育休はどうなりますか？

育児休業の期間の延長は、１回に限りできます。ただし、次に掲げる特別の事情がある場合は、
再度の延長も可能です。

① 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと
② 配偶者と別居したこと
③ 育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っている

が、当面その実施が行われないこと。
④ その他、予測できなかった事実が生じたことにより、再度の育児休業をしなければ子の養

育に著しい支障が生じること

第２子の産前休暇開始（あるいは出産）の時点で、第１子の育児休業は失効します。「育児休業
等職員の産休等報告書」により所属長を通じて人事・組織経営課長に報告してください。

Ｑ．育休は短縮できますか？

育児休業中に託児先が見つかった場合などは、「子を養育しなくなった」として養育状況変更
届を提出の上、育児休業が取り消されることになります。具体的な職務復帰日については、所属
の人事担当者等と相談していただきます。

よくある質問 Q＆A

Ｑ．育休をとると昇進に影響しますか？

育児休業を取得すること自体がマイナス評価となることはありませんが、育児休業中は人事評
価が保留となるため、一時的に昇進が遅れる場合があります。その場合も、復帰後の調整により
遅れた分は後ほど元通りになります。

Ｑ．育休の申請の際に必要な書類は？

育児休業を開始する日の２週間前までに育児休業承認請求書に必要書類（※）を添付のうえ、
所属長に提出してください。

必要書類・・・請求に係る子の氏名、請求者との続柄等及び生年月日を証明する書類で、下記の
いずれか（写しでも可）

・医師又は助産師が発行する出生（産）証明書
・母子手帳の出生届出済証明書
・官公署が発行する出生届受理証明書又は養子縁組届受理証明書
・事件が係属している家庭裁判所等が発行する事件係属証明書
・児童相談所長が発行する委託措置決定通知書又は証明書
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Ｑ．部分休業の前後に引き続いて年休や特別休暇を取得できますか？

Ｑ．夫婦で共働きの場合、同日・同時間帯に「育児時間」を取得できますか？

同時間帯の取得はできません。男性職員は、妻（県職員に限らない）が同日に育児時間を請求
した場合、１日２回それぞれ４５分から妻が請求した各回ごとの期間を差し引いた期間でしか請
求できません。（石川県職員及び石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則第
１２条・別表第二）

取得可能です。
→ 詳細はＰ１３～P１４をご覧ください。

Ｑ．育児短時間勤務、部分休業とフレキシブルワークは併用可能でしょうか？

併用可能です。
なお、フレキシブルワークにより通勤時間がなくなり、その時間を育児等に充てることができ

ることで、部分休業を取り消して勤務時間に充てることができる場合もあると考えられます。
所属長は、制度の趣旨に鑑み、併用する必要があるかどうか、併用した場合の部分休業等の時

間は適切かを確認の上、フレキシブルワークの承認を行ってください。

Ｑ．配偶者の出産前後に男性職員はどのような休暇を取得できますか？

出産補助休暇や育児参加休暇が使用できます。また、出産後は育児休業などの制度も利用で
きます。
→ 詳細はP７をご覧ください。

Ｑ．育児短時間勤務と部分休業のどちらを選択するか迷っています。

勤務時間をできるだけ短くしたり、週休日を増やしたりなど、弾力的な勤務を希望する方は育
児短時間勤務、収入面を重視されたい方は部分休業を選択いただく場合が多いです。

→ 両制度の比較についてはＰ１２をご確認ください。

Ｑ．短期間の育休取得でも、育児休業手当金の支給はありますか？

１日でも育児休業を取得した場合は、手当金が支給されます。１か月未満の取得の場合は、日
割り計算により金額を算出します。

2６

Ｑ．子の授業参観や運動会のために家族の看護等休暇を取得できますか？

取得要件にある 「子の教育若しくは保育に係る行事への参加をする」場合とは、入園、卒園又
は入学、卒業の式典その他これに準ずる式典に参加する場合をいいます。「その他これに準ずる
式典」とは「入園」「卒園」「入学」「卒業」と同質の式典を想定しており、授業参観や運動会等の行
事は含まれません。



事 項 担 当 連 絡 先

休暇等ほか
人事・組織経営課

人事グループ
☎０７６－２２５－１２４２

給与等の取扱い
人事・組織経営課

給与制度グループ
☎０７６－２２５－１２５３

給付制度等
（共済）

人事・組織経営課福利厚生室
（地方職員共済組合石川県支部）

☎０７６－２２５－１２４８

給付制度等
（互助会）

職員互助会 ☎０７６－２２５－１２５０

本庁駐車場の
利用について

管財課
庁舎管理グループ

☎０７６－２２５－１２６１

問合せ先一覧
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